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い
て
、調
停
で
解
決
す
る
手
続
き
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。予
約
不
要
、当

日
直
接
会
場
へ
。

６
月
15
日（
土
）、午
前
10
時
～
午

後
３
時
30
分

サ
ン
ロ
ー
ド
津
田
沼（
習
志
野
市

津
田
沼
５
の
12
の
12
）

☎
０
４
３・２
２
２・０
１
６
５
千
葉

地
方
裁
判
所
ま
た
は
千
葉
家
庭
裁

判
所
総
務
課
庶
務
係

♦
♦
♦

市
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業

（
市
川
市
第
２
号
公
共
下
水
道
）の

計
画
変
更
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法
第
63
条
第
２
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
62

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、事
業

計
画
変
更
図
書
を
縦
覧
し
て
い
ま

す
。河

川・下
水
道
計
画
課（
八
幡
分

庁
舎
２
階
）

☎
３
３
２・８
７
４
０
同
課

♦
♦
♦

６
月・７
月
の
無
料
耐
震
相
談
会

木
造
戸
建
住
宅
の
耐
震
診
断
、補

強
方
法
に
つ
い
て
、専
門
の
建
築
士

な
ど
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。相
談
は
、

１
人
１
時
間
程
度
。

６
月
６
日（
木
）・15
日（
土
）・７
月

11
日（
木
）・20
日（
土
）、い
ず
れ
も
午

前
10
時
～
午
後
４
時

中
央
公
民
館

各
10
人
ま
で

自
宅
の
平
面
図

相
談
会
開
設
日
の
４
日
前
ま
で

に
☎
７
０
４・０
２
７
４
建
築
指
導
課

♦
♦
♦

犬
の
ふ
ん
は      

飼
い
主
が
持
ち

帰
り
ま
し
ょ
う

☎
３
２
０・

１
３
３
３
市
民
マ

ナ
ー
条
例
担
当
室  

♦
♦
♦

裁
判
所
調
停
委
員
に
よ
る
調
停
相
談

民
事
紛
争
や
家
事
紛
争
の
全
般
に
つ

確
認
し
、法
務
局
職
員
と
共
に
救
済

措
置
を
と
り
ま
す
。

６
月
１
日（
土
）午
前
10
時
～
午
後

３
時
30
分
※
当
日
直
接
会
場
へ

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

市
内
在
住・在
勤・在
学
で
、い
じ

め・親
子・夫
婦・相
続・離
婚
な
ど
の

家
族
問
題
、借
地・借
家・名
誉・差
別・

相
隣
関
係・損
害
賠
償
な
ど
の
心
配

ご
と
を
抱
え
て
い
る
方
、人
権
が
侵

害
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
方

☎
３
２
２・６
７
０
０
同
セ
ン
タ
ー

（
男
女
共
同
参
画
課
）

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会

５
月
21
日（
火
）午
後
７
時
～
８
時
30

分
／
市
役
所
３
階
第
１
委
員
会
室 

（
地
域
福
祉
支
援
課
）

◆
介
護
保
険
地
域
運
営
委
員
会

５
月
22
日（
水
）午
後
１
時
30
分（
受
付

は
15
分
前
）～
３
時
／
市
役
所
３
階

第
4
委
員
会
室
／
10
人
程
度

（
地
域
福
祉
支
援
課
）

♦
♦
♦

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
相
談
所
を
開
設

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、６

月
１
日
を「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、全
国
で
啓
発
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。人
権
擁
護
委
員
は
、人

権
に
理
解
が
あ
る
と
し
て
市
長
か
ら

推
薦
さ
れ
た
市
民
が
、法
務
大
臣
か

ら
の
委
嘱
を
受
け
、地
域
の
相
談

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
人
権
教
育・啓
発

活
動・人
権
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

弁
護
士・保
護
司・教
育
関
係
者
な
ど

が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。相
談
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
、秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
。人
権
侵
犯
事
件
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、相
談
者
の
意
向
を

 

お
知
ら
せ

♦
♦
♦

６
月
７
日（
金
）午
前
10
時
か
ら

６
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会

傍
聴
希
望
者
は
、日
程
な
ど
を
問

い
合
わ
せ
の
う
え
、市
役
所
６
階
の

傍
聴
受
付
ま
で
。委
員
会
の
会
議

も
７
人
ま
で
傍
聴
で
き
ま
す
。ま

た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
本
会
議
の

生
中
継
と
録
画
放
送
も
ご
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

☎
３
３
４・３
７
５
９
議
会
事
務
局

♦
♦
♦

「
い
ち
か
わ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」を
配
付

Ｎ
Ｔ
Ｔ
タ
ウ
ン
ペ
ー

ジ
株
式
会
社
と
の

共
同
事
業
で
作
成

し
た「
い
ち
か
わ
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
」が
、市

内
の
各
世
帯
・
各

事
業
所
へ
６
月
中

に
配
付
さ
れ
ま
す
。

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
と
の
合
本
と
な
り
、内

容
は
防
災
ガ
イ
ド
を
は
じ
め
、市
の

施
設
案
内
や
市
役
所
の
各
部
署
の

直
通
電
話
番
号
な
ど
で
す
。

☎
３
３
４・１
１
０
６
広
報
広
聴
課

暮らし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
2 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日

8：50～17：00
（受け付け16：30まで）

民事に関する一般的な相談・
市政案内<市民相談員>出張

市民相談
曽谷公民館
２8（金）

10：00～16：30
（受け付け

　9：30～16：00）

法
律
相
談
予
約
制

弁護士
（平日）

市役所 7（金）、１４（金）、１９（水）、２１
（金）、２５（火）、２８（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談。<弁
護士><認定司法書士>
※予約制（市役所総合市民
相談課☎334-1002）

行徳支所  ７（金）、１４（金）、２８（金）
土曜弁護士 市役所 1（土）

司法書士
（夜間）

市役所 ５（水）、１２（水）、１９
（水）、２６（水） 17：30～20：00
行徳支所 １２日（水）、２６日（水）

土曜司法書士 市役所 15（土） 13：00～15：30

行政書士
市役所 11（火） 13：00～17：00

（受け付け16：30まで）

相続手続、贈与、成年後見、契約書、
官公署提出書類作成、外国人の在
留等に関する申請など<行政書士>行徳支所 18（火）

行政
市役所 26（水） 13：00～15：00

（受け付け14：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や要望
<行政相談委員>行徳支所 3（月）

登記 市役所 5（水） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

不動産登記、会社登記、境界問題
など〈司法書士・土地家屋調査士〉行徳支所 19（水）

不動産
取引

市役所 3（月）、17（月） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸などのト
ラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 10（月）

税金
予約制

市役所 17（月） 13：00～16：00 相続・贈与・売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 なし

交通事故
予約制

市役所 13（木）、27（木） 10：00～15：00 示談や損害賠償の方法
〈県交通事故相談員〉行徳支所 なし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第２・４土曜日は電話相談のみ） 

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎３３４-０９９９

行徳支所 第２・４火曜日 10：00～12：00
13：00～16：00

行徳支所市民相談室☎359-1121
多重債務
予約制

消費生活センター13（木）、27（木）
13：00～16：00 多重債務に関する相談〈弁護士〉※予

約制（消費生活センター☎334-0999）行徳支所 20（木）

人権擁護
市役所 12（水） 13：00～16：00

（受け付け15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがらせなど
の悩み〈人権擁護委員、弁護士〉男女共同参画課☎３２２-６７００

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9：00～16：15 建築にかかわる民事的な相談

〈建築行政相談員〉建築指導課☎３３４-１４３４

建築紛争
市役所 開発指導課原則水曜日

（要問い合わせ） 9：00～17：00 中高層建築物の建築に伴っ
て生ずる日照阻害、電波障
害、騒音、振動など開発指導課☎70４-027６

労働
市役所 5（水）、 19（水） 18：00～20：00 労働上のトラブルに関する

相談〈社会保険労務士〉雇用労政課☎704-4131

年金
市役所 25（火） 13：00～16：30

（受け付け16：00まで）各種公的年金について
〈社会保険労務士会〉行徳支所 13（木）

国民年金課☎３３４-１１２７
住宅リフォーム
予約優先

市役所11（火）、２5（火） 13：00～16：00 増改築、修繕など〈市川住宅リ
フォーム相談協議会相談員〉住環境整備課☎704-0064

心配ごと
八幡市民談話室3（月）、17（月） 10：00～15：00

（13：00からは
弁護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこと
など〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎３２０-４００１

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

6
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▲エコボ船長も緑化
　活動を応援します。

エコボ満点カード１枚と苗を交換。
※１人１枚、また、市場の状況などにより交換品を変更する場合があ
ります

５月２０日（月）から※苗が無くなり次第終了
ユニディ菅野店（菅野６‐７‐１）、ユニディ千鳥町店（千鳥町１）、

コーナン市川原木店（原木２５２６‐６）※受付時間は各店舗により異
なります。詳しくは市公式Webサイトをご覧ください。

各店舗、先着８０人
☎３２０‐３１５０環境政策課

　「緑のカーテン」は、ツル性の植物で
建物の壁や窓を覆い、室内の温度上
昇を抑える自然のカーテンです。夏場に
エアコンの使用を抑え、自然の力を利
用して涼しく過ごすことは、私たち一人
ひとりができる地球温暖化対策です。
　市では、市川市地球温暖化対策推
進協議会（※）と協働で緑のカーテンの
普及を行っています。
※市民、事業者、行政が協働で地球温暖化対策

を実践・推進する組織です。今回協力いただく
3店舗は、同協議会の団体会員です。

先着

240人

緑のカーテンに取り組もう

　夏休み中の市民キャンプ場の団体利用受付を開始します。
個人利用は、６月２０日（木）から順次電話で受け付けます。

市内で活動している団体
無料（薪代は別途８４０円）

利用期間　７月２０日（土）～８月３１日（土）
利用日数　期間中１団体１回、３泊４日以内
利用時間　デイキャンプ＝午前９時３０分～午後４時３０分、宿泊＝午
後２時～４時入場、午後２時までに退場
貸出物品　テント１５張、炊事用具セット２０組
設備　テントサイト２０カ所、炊事場、キャンプファイヤー場

団体名・利用人数・代表者氏名・住所・電話番号・希望日程（第３希
望まで）・貸出希望テント数・テントサイト数・炊事用具数・キャンプファイ
ヤーの利用などを書き、８０円切手を貼ってあて先を書いた返信用封筒
を同封のうえ、６月１日（土）必着で「市民キャンプ場夏休み期間利用申
込」係（〒２７２‐０８２７国府台１‐６‐４国府台市民体育館内スポーツ課）
※結果は６月初旬に通知。希望日が重複した場合は抽選。

☎３７３‐３１１２同課

　5月31日（金）は、軽自動車税の
納期です。インターネットやコンビニ
エンスストアでも納められます。

　 （納税・債権管理課）

税の納期の確認を



♦
♦
♦

放
課
後
保
育
ク
ラ
ブ

補
助
指
導
員

65
歳
未
満
の
方
、２
０
０
人
程
度

※
高
校
生
不
可
、面
接
有

採
用
期
間　

７
月
１
日（
月
）～
９
月

30
日（
月
）※
シ
フ
ト
制

時
給　

９
４
０
円

５
月
20
日（
月
）か
ら
☎
３
２
０・ 

３
１
２
４
社
会
福
祉
協
議
会

と
14
日（
水
）は
宿
泊
で
き
ま
す
。※

記
載
内
容
に
不
備
が
あ
る
場
合
は

受
付
不
可

（
生
涯
学
習
振
興
課
）

♦
♦
♦

成
人
式
実
行
委
員

平
成
26
年
１
月
12
日（
日
）に
文
化
会

館
で
開
催
す
る
成
人
式
の
実
行
委

員
を
募
集
し
ま
す
。開
催
内
容
の
検

討
や
、式
典
当
日
の
運
営
な
ど
を
行

い
ま
す
。新
成
人
は
も
ち
ろ
ん
、来
年

度
成
人
を
迎
え
る
方
も
参
加
で
き

ま
す
。一
生
に一
度
の
式
典
を
自
分
達

で
作
り
上
げ
て
み
ま
せ
ん
か
。詳
し
く

は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

活
動
期
間　

６
月
～
成
人
式
当
日

（
会
議
は
月
１
回
、午
後
６
時
～
８
時

30
分
開
催
）※
応
募
状
況
に
よ
り
活

動
時
期
が
早
ま
る
場
合
も
あ
り

活
動
場
所　

主
に
市
役
所
の
会
議

室
20
歳（
平
成
５
年
４
月
２
日
～
平

成
６
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）と
19
歳

（
平
成
６
年
４
月
２
日
～
平
成
７
年

４
月
１
日
生
ま
れ
）の
方
、15
人
程
度

６
月
７
日（
金
）ま
で
に
☎
３
２
０・ 

３
３
４
３
、Ｆ
Ａ
Ｘ
３
２
０・３
３
４
４

ま
た
は
直
接
社
会
教
育
課

 

求
人

♦
♦
♦

放
課
後
保
育
ク
ラ
ブ
指
導
員

60
歳
未
満
で
当
協
議
会
の
指

定
す
る
免
許
資
格
な
ど
が
あ
る
方

（
要
問
い
合
わ
せ
）、10
人
程
度
、試

験
あ
り

雇
用
期
間　

７
月
１
日（
月
）～
平
成

26
年
３
月
31
日（
月
）※
見
習
い
期
間

あ
り
。勤
務
成
績
に
よ
り
更
新
あ
り

月
給　

１
４
５
，０
０
０
円
、賞
与
あ
り

６
月
５
日（
水
）ま
で
に
☎

３
２
０・３
１
２
４
社
会
福
祉
協
議
会

♦
♦
♦

菅
平
高
原
い
ち
か
わ
村 

夏
の
抽
選

春
季
利
用
期
間　

６
月
21
日（
金
）

泊
ま
で
※
６
月
22
日（
土
）か
ら
７
月

17
日（
水
）は
、メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め

宿
泊
で
き
ま
せ
ん

夏
季
利
用
期
間　

７
月
18
日（
木
）

泊
～
９
月
１
日（
日
）泊
ま
で

利
用
希
望
日
の
３
カ
月
前
か
ら
４

日
前
ま
で
に
、☎
３
３
４・１
６
５
７

ま
た
は
直
接
生
涯
学
習
振
興
課

※
８
月
１
日（
木
）泊
～
９
月
１
日

（
日
）泊
ま
で
の
期
間
は
往
復
は
が
き

で
の
受
付・抽
選

往
復
は
が
き（
１
グ
ル
ー
プ
１
枚
）に

勤
務
先
ま
た
は
学
校
名・宿
泊
希
望

日・宿
泊
人
数（
大
人・高
校
生
、小・

中
学
生
、未
就
学
児
の
各
人
数
）・

希
望
施
設・返
信
用
の
あ
て
先
を
書

き
、５
月
20
日（
月
）～
31
日（
金
）必

着
で
生
涯
学
習
振
興
課（
〒
２
７
２・ 

８
５
０
１
※
住
所
不
要
）※
６
月
３
日

（
月
）に
抽
選
を
行
い
、１
週
間
以
内

に
結
果
を
返
送
。抽
選
終
了
後
に
空

き
が
あ
る
場
合
は
６
月
10
日（
月
）か

ら
先
着
順
で
受
け
付
け
。最
長
２
泊

３
日
ま
で
。水
曜
日
は
休
村
日
の
た

め
、火
曜
日
と
水
曜
日
の
宿
泊
は
で

き
ま
せ
ん
。た
だ
し
、８
月
13
日（
火
）

 

募
集

♦
♦
♦

【
芸
術
祭・文
化
祭
】

手
工
芸
公
募
展
の
出
品
作
品

詳
し
く
は
各
文
化
施
設
、公
民
館

な
ど
で
配
布
す
る
公
募
規
則
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

文
化
会
館

小
学
校
４
年
生
以
上
の
未
発
表

創
作
手
工
芸
作
品（
１
人
２
点
ま
で
）

１
点
１
，０
０
０
円
。高
校
生
、大

学
生
は
５
０
０
円（
合
作
の
場
合
は

１
，０
０
０
円
）。小・中
学
生
は
無
料

出
品
寸
法　

卓
上
型
、縦
１
０
０㎝

×
横
70
㎝
×
高
さ
１
０
０㎝
以
下
、壁

掛
型
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。極
端
に
重
い
も
の
、ガ
ラ
ス
は
な

る
べ
く
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

搬
入
期
日　

９
月
８
日（
日
）午
前

10
時
～
午
後
１
時
に
文
化
会
館
地

下
展
示
室
へ

展
示
日
程　

９
月
11
日（
水
）～
15

日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
４
時

７
月
31
日（
水
）ま
で（
消
印
有

効
）に「
出
品
申
込
書
」を
手
工
芸

公
募
展
事
務
局

☎
３
３
４・３
７
２
８
手
工
芸
連
盟

（
益
子
）　　
　
　
（
文
化
振
興
課
）

♦
♦
♦

市
内
公
立
保
育
園
非
常
勤
職
員

①
保
育
士

要
件　

保
育
士
証
取
得
済
の
方
ま

た
は
取
得
見
込
み
の
方

勤
務　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
。午

前
７
時
10
分
～
午
後
７
時
20
分
の

間
で
早
遅
あ
り
。１
日
あ
た
り
７
時

間
15
分
勤
務
。

時
給　

１
，２
３
０
円
、交
通
費
実

費
支
給（
規
定
に
よ
る
）、各
種
保
険

加
入

②
短
時
間
保
育
士（
勤
務
地
は
お
問

い
合
せ
く
だ
さ
い
）

要
件　

保
育
士
証
取
得
済
み
の
方

勤
務　

月
～
金
曜
日
の
う
ち
週
３

日
程
度
。午
前
７
時
10
分
～
午
後
０

時
10
分
ま
た
は
午
後
２
時
20
分
～

午
後
７
時
20
分
の
１
日
あ
た
り
５
時

間
勤
務
※
シ
フ
ト
制

時
給　

１
，３
５
０
円
、交
通
費
実
費

支
給（
規
定
に
よ
る
）

☎
３
３
４・１
１
８
５
保
育
課

♦
♦
♦

育
児
休
業
代
替
任
期
付
職
員

（
保
健
師
）

詳
し
く
は
受
験
案
内
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。保健

師
免
許
を
有
す
る
方
、ま

た
は
採
用
日
ま
で
に
取
得
見
込
み

の
方
、５
人
程
度

採
用
期
間　

７
月
１
日（
月
）か
ら

順
次
採
用
。任
期
は
１
年
以
上
３

年
未
満
で
、職
員
の
育
児
休
業
請

求
期
間
に
応
じ
て
決
定

受
験
案
内
配
付・受
付
期
間

５
月
22
日（
水
）必
着

受
験
案
内
配
布
場
所　

人
事

課
、保
健
セ
ン
タ
ー
、南
行
徳
保
健

セ
ン
タ
ー

郵
送（
〒
２
７
２・８
５
０
１
※
住

所
不
要
）ま
た
は
持
参
で
人
事
課

☎
３
３
４・１
１
０
２
同
課

 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

暮らし

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
下
さ
い
。●
協
力
し
て
い
た

だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回
収

致
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直

後
の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜

日
の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
尚
、

一
般
ゴ
ミ
一
般
廃
棄
物
等
は
回
収
致
し
ま
せ

ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場

合
は
ご
連
絡
下
さ
い
。　　
（
道
路
安
全
課
）

5・18 

土 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）

5・19 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
之
出
、

南
行
徳
１・２

5・20 

月 

平
田（
全
）

5・22 

水 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

5・25 

土 

新
田
１・５

5・26 

日 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、

河
原
、下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間

（
全
）、本
行
徳
、妙
典（
全
）、

塩
焼
、関
ヶ
島
、伊
勢
宿
、末
広

（
全
）、相
之
川（
全
）

5・27 

月 

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

5・28 

火 

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

5・29 

水 

本
北
方
１

5・30 

木 

曽
谷
６・７（
第
５
）、下
貝
塚（
全
）

6・1 

土 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一
部（
北
方
中
央
）

6・2 

日 

押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、新
浜

１
、南
行
徳
３・４
、大
洲（
全
）、

大
和
田
１・３・５
、田
尻
４・５
の

一
部
、原
木
４
、根
古
屋（
国
分

２・３
）、若
宮
１
、北
方
町
４（
東

南・富
士
見
台
）、曽
谷
１
、奉
免
町

（
ひ
め
み
や
）、柏
井
町
１（
第
１
、

東
昌
台
）、柏
井
町
３（
第
３
団

地
）

6・3 

月 

本
北
方
２
、国
府
台（
全
）

6・5 

水 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４

6・6 

木 

本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮
２

6・7 

金 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、若
宮
３（
上
町
）

6・8 

土 

稲
荷
木（
全
）

6・9 

日 

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田

２・４
、東
大
和
田（
全
）、大
町
、

大
野
町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町
４

（
千
足
）、曽
谷
５・８（
第
６
）

6・10 

月 

高
谷
、二
俣（
全
）、真
間
４・５

6・11 

火 

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

6・12 

水 

中
山
１・２

6・15 

土 

須
和
田（
全
）、北
方
１

6・16 

日 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、鬼
越

（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、

島
尻
、広
尾
１
、日
之
出
、南
行
徳

１・２

6・17 

月 

平
田（
全
）

6・18 

火 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）

6・20 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～

４
、市
川
２

6・22 

土 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

ロ
ッ
ジ

大部屋 高校生・大人 1,200円
小・中学生 450円

個室 高校生・大人 2,400円
小・中学生 900円

バンガロー 1棟1泊3,600円
テントサイト 1張1泊1,200円

朝食400円 昼食450円 夕食850円
お子様ランチ500円（夕のみ）

※税抜額を表示しています（消費税は別途加算）

※食事代には消費税が含まれています

▼菅平高原いちかわ村施設使用料

▼菅平高原いちかわ村食事代金

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ 行徳支所市役所講師講内容内
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合
葬
式
墓
地
と
は
、一つ
の
お
墓
に
多
く
の

遺
骨
を
埋
蔵
す
る
墓
地
で
、遺
骨
を
保
持
し

て
い
る
が
埋
蔵
場
所
が
な
い
方
、自
己
ま
た
は

夫
婦
の
埋
蔵
場
所
を
確
保
し
て
お
き
た
い
方

の
た
め
の
も
の
で
す
。

　

使
用
許
可
日
か
ら
20
年
間
は
、骨
壺
に
入

れ
た
状
態
で
埋
蔵
室
の
納
骨
壇
に
埋
蔵
さ

れ
、20
年
経
過
後
は
骨
壺
か
ら
出
し
て
１
体

ず
つ
正
絹
の
袋
に
移
し
替
え
、他
の
遺
骨
と

と
も
に
合
葬
室
で
永
代
に
埋
蔵
さ
れ
ま
す
。

募
集
案
内
配
布
・
申
込
期
間　

５
月
20
日

（
月
）～
６
月
７
日（
金
）

募
集
案
内
配
布
場
所　

総
合
市
民
相
談

課
、
総
務
課
、大
柏
出
張
所
、南
行
徳
市
民

セ
ン
タ
ー
、市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

霊
園
管
理
事
務
所

抽
選
会　

６
月
18
日（
火
）市
民
会
館

主
な
申
込
資
格　

○
市
内
に
引
き
続
き

１
年
以
上
住
所
を
有
し
、市
に
実
際
に
お
住
ま

い
の
方（
平
成
24
年
８
月
15
日
以
前
か
ら
住
所

を
有
す
る
方
）○
遺
骨
を
所
持
し
、そ
の
遺
骨

の
祭
祀
を
主
宰
す
る
世
帯
主
ま
た
は
戸
籍
の

筆
頭
者
若
し
く
は
そ
の
配
偶
者
○
生
前
予

約
申
込
の
場
合
は
、申
込
者
の
年
齢
が
65
歳

以
上
で
あ
る
こ
と
、な
ど
※
詳
し
く
は
募
集

案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い

郵
送
に
よ
り
５
月
20
日（
月
）～
６
月
７
日

（
金
）（
消
印
有
効
）に
霊
園
管
理
事
務
所
※

申
し
込
み
区
分
に
よ
り
申
込
資
格
が
異
な
り

ま
す☎

３
３
７・５
６
９
６
同
事
務
所

霊園合葬式墓地を募集開始
　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）の
有
効
期
間
は

１０
年
で
す
。有
効
期
間

を
過
ぎ
る
と
、住
民
票
や
各
種
証
明
書
の
発
行
、図
書
館
で
の
本
の
貸
出
な
ど
、

住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。有
効
期
限
が

近
づ
い
て
い
る
方
で
、引
き
続
き
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
場
合
は
、住
基
カ
ー
ド
の

有
効
期
限
ま
で
に
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ

サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、各
申
請
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

有
効
期
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

☎３34-1124市民課

住
基
カ
ー
ド
を
更
新
す
る

場
合

有
効
期
限
の
３
カ
月
前
か
ら

手
続
き
で
き
ま
す
。

市
民
課
、

市
民

課
、市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、大
柏
出
張
所
、南

行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー

有
効
期
間
内
の
住
基

カ
ー
ド
、本
人
確
認
で
き
る

も
の
※
原
則
と
し
て
本
人

が
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

手
数
料
５
０
０
円

住
基
カ
ー
ド
を
更
新
せ
ず
、印
鑑
登
録
ま
た

は
図
書
館
利
用
を
継
続
す
る
場
合

◆
印
鑑
登
録

印
鑑
登
録
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
住
基

カ
ー
ド
を
持
参
の
上
、有
効
期
限
ま
で
に
登

録
証
の
交
付
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。※

印
鑑
登
録
証
を
お
持
ち
の
方
は
そ
の
登
録

証
で
申
請
可
。本
人
以
外
が
手
続
き
す
る
場

合
は
委
任
状
が
必
要
。

手
数
料
３
０
０
円

◆
図
書
館
の
利
用

図
書
館
利
用
券
の
発
行
手
続
き
が
必
要
で

す
。必
要
書
類
な
ど
は
☎
３
２
０・３
３
４
６

中
央
図
書
館
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住宅困窮度判定基準によって判定し
た住宅困窮度の高い方、上位１００人程
度※申込資格など詳しくは募集案内を参照
▼受付期間及び申込書・募集案内配布期間
６月３日（月）～１７日（月）土・日曜日は除く
※６月５日（水）・１２日（水）は市営住宅課
に限り、午後８時まで受け付け
▼受付場所及び申込書・募集案内の配布場所

市営住宅課、 ２階多目的ホール
※郵送希望の方は「募集案内希望」と

書き、封筒に２００円切手を同封して市
営住宅課（〒２７２-８５０１※住所不要）に
申し込み。募集期間中は市公式Ｗｅｂサ
イトからもダウンロードできます。

６月１７日（月）まで（消印有効）に申込
書と添付書類を同課へ郵送または受付
場所に持参

☎３３４-１３３８同課

　市営住宅に空家が生じたときに入居
したい方をあらかじめ登録します。市営住宅の

空家入居希望者の
登録募集

▲大町第一団地


